
現  状 方向性 第２回会議からの取組・実績等 平成２９年度の取組

(1)

・外出できない人の受
診環境の整備のた
め、各地域における
認知症初期集中支援
チームの立ち上げを
望む

【市の事業】
・モデル事業実施（中央区・南区）：２チーム設置

・モデル事業を検証し，全市展開に向
けて検討していく。

●認知症初期集中支援事業モデル事業継続実施
H28.11月より，南区事業対象圏域に中之口・潟東圏域
を拡大し実施。

●認知症初期集中支援事業モデル事業継続実
施。
年度前期に事業検証を行い，全市展開に向け検
討。

(2)

・受診に結びつかない
人の医療に関して，
介護関係者が相談で
きるところが身近にあ
ると良い

【市の事業】
・市内2か所の認知症疾患医療センターにおいて，全区
を対象とした専門医療相談を実施。
・認知症初期集中支援推進事業を2区でモデル実施。
・区（健康福祉課・地域保健福祉センター）やこころの健
康センターにて認知症に関する相談を実施

・認知症疾患医療センターにおける専
門医療相談の周知
・モデル事業を検証し，全市展開に向
けて検討
・かかりつけ医をはじめとした医療機関
と福祉・介護関係機関の地域内におけ
る連携体制の構築
・区（健康福祉課・地域保健福祉セン
ター），こころの健康センター，医療機関
及び福祉・介護関係機関が，相互の業
務に対する理解を深めるため，日常業
務を通じて連携を強化する。

●各区での市民向け認知症講演会・健康教育実施

●在宅医療・介護連携ステーションとの連携

●認知症講演会・健康教育の継続実施

(3)

・早期発見のため、一
般検診でスクリーニン
グを行ってはどうか

・北区において、もの忘れ検診として特定検診に組み入
れることについて課題を整理中

・北区の状況について注視していく。 ●北区もの忘れ検診　実施に向け検討（参考資料1P）

●北区自治協議会より「認知症対策」に関する提言書
の提出（参考資料3～8Ｐ）

●北区もの忘れ検診　実施状況の情報共有

●北区自治協議会提言を受け，次期高齢者保
健福祉計画・介護保険事業計画に向けた検討

(4)

・MCIの段階で対応で
きるよう、気軽に自己
診断できる仕組みを
つくり、必要な人に予
防教室、受診を勧め
る仕組みを望む

【市の事業】
・「認知症安心ガイドブック」の作成，配布
・基本チェックリストの実施

・「認知症安心ガイドブック」や認知症予
防啓発リーフレット「認知症を予防しよ
う」(資料1-2）による周知。
・基本チェックリスト実施により，認知症
の早期発見早期治療も含め，適切な
サービスにつなげる。

●「認知症安心ガイドブック」について
　　平成28年4月　43,000部作成・配布
　　平成29年1月　5,000部増刷
　　平成29年1月　音声訳（CDとデイジー版）作成・周知

●「認知症安心ガイドブック」について
　　平成29年度末　改訂予定
●基本チェックリスト実施　（参考資料9Ｐ）
●「認知症を予防しよう」リーフレット活用

※新規事業※　認知機能維持・向上モデル事業
（旧豊照小活用）
　介護予防事業に認知症機能向上プログラムを
追加して実施するとともに、高齢者の運動習慣の
動機づけを図り、健康寿命の延伸を目指す。
（参考資料10～12Ｐ）

(5)

・かかりつけ医認知症
対応力向上研修にさ
らに多くの医師に受
講していただきたい
（整形外科等）

【市の事業】
・医師会を通じ，会員に個別案内
・【診療科別】かかりつけ医認知症対応力向上研修参加
者数（資料1-3）

・効果的な周知方法について当会議の
医師及び医師会と意見交換をしていく。

●かかりつけ医認知症対応力向上研修
　　参加者数　24名（内　新規参加者14名）
　　医師会員に個別案内/研修チラシ作成郵送

　　       　　　　　H23　H24 　H25 　H26 　H27
参加者数　　　　　49　　35　　44　 　57　  　47
新規参加者数    18     15     14      16     18

●かかりつけ医認知症対応力向上研修
　　年1回開催
　　引き続き，効果的な周知方法について当会議
の医師及び医師会と意見交換をしていく。

新潟市認知症施策の課題等と現状・今後の方向性

課題・施策分類 第1回会議でのご意見
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現  状 方向性 第２回会議からの取組・実績 平成２９年度の取組

(1)

・家族会や介護者
同士が交流し、理解
や共感が得られる
場所づくりやデイ
サービスと組み合
わせて利用できる
場所があると良い

(2)

・継続的な家族教室
を望む

現  状 方向性 第２回会議からの取組・実績 平成２９年度の取組

(1)

・一定の統一したシス
テムを作っていく必要
がある。「ＩＴ」と「地域
の人々の協力」が重
要かと思います。

・各企業の取組みを，注視していきま
す。

(2)

・徘徊シルバーＳＯＳ
ネットワークのファック
スの送信先にデイ
サービス等の介護事
業所を追加するなど
の、内容の充実を望
みます（県警の管轄
ですが）

【県の事業】
・新潟県認知症行方不明対策推進会議（H26）
・新潟県警
　　　「はいかいシルバーSOSネットワークシステム」
　登録事業者（新潟市内８警察署管内）：1121事業所
　　　　　　　※重複登録あり　（平成２７年８月現在）
　平成２７年中（認知症のみ）発信数（手配総数）：191名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　うち死亡：7名

・平成27年中新潟県内における認知症行方不明者受理
　　209名
・新潟市内における認知症行方不明者受理　81名
　　うち死亡：8名

・行方不明対策において県と情報共
有・意見交換をする。

(3)

・徘徊の行方不明や
事故防止のための対
策の強化を望みます
（ステッカーの導入な
ど）

【市の事業】
・西蒲区:高齢者等見守りキーホルダー事業
　　H27交付実績：466件 　実働実績：なし

・西蒲区の事業検証を踏まえ，検討して
いく。

●西蒲区:高齢者等見守りキーホルダー事業
　・H28交付実績：141件（累計607件） 　実働実績：なし

●南区徘徊模擬訓練（茨曽根地区）
知症高齢者が行方不明になった際の発見までの流れ
を，はいかいシルバーＳＯＳネットワークを使い，地区
住民と一緒に訓練する。　主催：南区社会福祉協議会

●西蒲区:高齢者等見守りキーホルダー事業
　　継続実施
　H29より，キーホルダー+シールを配布予定
  交付数が伸び悩んでおり，　広く制度の周知を
図る方法について検討。

課題・施策分類 第1回会議でのご意見

課題・施策分類 第1回会議でのご意見
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2 家族支援

市の施策へのご意見

●県と情報共有・意見交換を行うとともに，区と
管内警察署が，日々の個別支援を通じて連携を
行うとともに，ケア会議等において認知症の地域
課題を共有しネットワークを構築していく取組み
を支援。

【市の事業】
・各区において、家族介護教室や介護者の集い事業を
実施
　26年度：86回　（資料1-4）
【公益社団法人認知症の人と家族の会の取組】
・県支部下越エリア会員数：108名
　定期的に「つどい」を開催：月１回程度
【地域や団体の取組】
・認知症カフェ：5か所

・家族介護教室：継続実施
・認知症カフェ：市の現状を把握し，課
題等整理

●家庭介護教室：19団体　65回実施見込み
　
●認知症カフェ　8箇所　（参考資料13Ｐ）
　・認知症カフェ準備会（江南区在宅医療・福祉ネット
ワーク主催）平成28年9月より活動開始。

●家族介護教室：継続実施

●認知症カフェ：H29.4　「認知症カフェ」オープン
（江南区在宅医療・福祉NW主催）
　

●支えあいのしくみづくりの拠点・介護予防の場
である地域の茶の間を拡大（設置助成）
　（参考資料14Ｐ）
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市の施策へのご意見

●行方不明対策について
　・H28.10.25　新潟県高齢福祉保健課と意見交換
【内容】
・H27,1月開催「新潟県認知症行方不明対策推進会
議」の意見より，県警本部より各警察署に向けて，は
いかいシルバーSOSネットワークシステム登録事業所
拡大に向けての通知あり，限られた予算のなかで登録
事業者の拡大をおこなうために，各市町村の協力を得
ながら，拡大に努める。
　・H28.11.16　新潟県警南警察署と意見交換
【内容】
・南区と連携し一緒に，新規事業所への登録のお願い
に行っている。予算が限られている中で，際限なく登録
事業所数を増やすことはできず，現在登録されている
事業所を整理し，機能していない（廃業している店等）
事業所は廃止し，新規事業所を登録している現状であ
る。
・周知については，県警作成チラシは作成していない
が，県作成のチラシを活用していただく。
（参考資料15Ｐ）
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現  状 方向性 第２回会議からの取組・実績 平成２９年度の取組

(1)

・就労や生活費等の
経済的問題、居場所
づくり等の多分野にわ
たる総合的支援が必
要である。

【県の事業】
　若年認知症対策部会（年2回）
　若年性認知症交流会の開催
　若年性認知症の普及啓発を図るための講演会
　若年性認知症の人と家族の支援ガイドブックの普及促
進
  若年性認知症支援コーディネータ養成

・県と意見交換をする。

(2)

・若年認知症の方の
居場所がない。きちん
と受け入れられる居
場所つくり。利用でき
るサービス（仕事とし
て参加できるようなも
の）や，デイケアがで
きるといいと考える

・介護保険制度の動向を，注視してい
く。

(3)

・福祉サービスは，年齢
で区切られており疾病で
区切られていない他の
市町村はどのようになっ
ているのか。
①紙おむつの支給
　　・介護保険制度の場
合「65歳以上」で、要介
護1～5、かつ市民税非
課税、という条件あり。
　　・障がい福祉制度の
場合「64歳まで」で「身体
障がい者手帳1～2級
（下肢・体幹・移動機
能）」もしくは「療育手帳
Ａ所持」、という条件あ
り。64歳以下の若年性
認知症の方（身障手帳
なし）については対象に
ならない。
②徘徊高齢者の家族支
援（位置検索用端末・Ｇ
ＰＳ）
　　・「65歳以上の高齢
者」のみ対象となるた
め、若年性認知症につ
いては対象にならない。

①紙おむつの支給
年齢要件に２号被保険者が含まれる政令市：札幌市、仙
台市、千葉市、横浜市、大阪市、神戸市、広島市、北九
州市、福岡市、熊本市

②徘徊高齢者の家族支援（位置検索用端末・ＧＰＳ）
年齢要件に２号被保険者が含まれる政令市：さいたま
市、千葉市、相模原市、大阪市、北九州市

・他都市の状況をふまえ、検討する。 ●今後の方向性を検討。 ●平成30年度からの第7期新潟市高齢者保健福
祉計画・介護保険事業計画を策定する際に、事
業の見直しを含めて検討する。

課題・施策分類 第1回会議でのご意見
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市の施策へのご意見

●下記部会にオブザーバーとして参加
・H28.10.13
第1回新潟県認知症対策推進会議若年性認知症対策
部会　　　・H29..3.6
第２回新潟県認知症対策推進会議若年性認知症対策
部会

　※都道府県の相談窓口に支援関係者のネットワーク
の調整役を配置（若年性認知症コーディネーター）に
向けた検討や若年性認知症普及啓発セミナーについ
て検討
　

●県と情報共有を行い，市内に配置予定の若年
性認知症コーディネーターとの連携・支援を実施
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現  状 方向性 第２回会議からの取組・実績 平成２９年度の取組

(1)

・家族が認知症のこと
を定期的に相談でき
る人がいない、という
ことが挙げられる.。独
自の教育をおこない
認定する制度などが
あるといい

(2)

・ケアマネ、介護サー
ビス事業所の力量の
問題（特にＢＰＳＤの
ある方へのケアにつ
いて）
　認知症ケアにおける
アセスメントの視点や
実際の対応につい
て、ケアマネ、事業所
（相談員・介護スタッ
フ）の研鑽、質の向上
が必要。

(3)

・歯科医師の現場で
は，認知症に関する
相談先や認知症に関
しての視点はないの
が，現実である。認知
症と診断された時点
での歯科健診の実施
や推奨，さらに家族，
施設職員も含めた口
腔ケアの研修，トレー
ニングなどが必要と
思われる

課題・施策分類 第1回会議でのご意見
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市の施策へのご意見

【県主催】
　かかりつけ医：「認知症サポート医・かかりつけ医ﾌｫﾛｰ
ｱｯﾌﾟ研修」（新潟市共催）
　歯科医師：「歯科医師認知症対応力向上研修」
　薬剤師：「薬剤師認知症対応力向上研修」
　看護職員：「看護職員認知症対応力向上研修」
　介護支援専門員：「介護支援専門員研修」

【市主催】
　かかりつけ医：「かかりつけ医認知症対応力向上研修」
　医療従事者：
     「病院勤務の医療従事者向け対応力向上研修」
　介護従事者：
     「認知症介護基礎研修」
   　「認知症介護実践者研修」
　　「認知症介護実践リーダー研修」
　　「認知症対応型サービス事業管理者研修」
　　「認知症介護指導者研修」
　　「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」
　　「養介護施設管理者対象（虐待防止）研修」

【新潟県介護支援専門員協議会の取組み】
　H28認知症に関する研修1回開催予定

　

・各職能団体等との連携情報共有し，
研修の周知，受講者増に向けての取組
み推進。

●各研修実績
　「かかりつけ医認知症対応力向上研修」　24名（医
師）
　「認知症サポート医・かかりつけ医ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修」
　　77名（医師）
　「病院勤務の医療従事者向け対応力向上研修」
　　53名
　「認知症介護基礎研修」 77名
　「認知症介護実践者研修」　139名
　「認知症介護実践リーダー研修」　14名
　「認知症対応型サービス事業管理者研修」　29名
　「認知症介護指導者研修」　0名
　「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」
　　　22名（見込）
　「養介護施設管理者対象（虐待防止）研修」

●医療・介護事業所向け出前セミナー
医療・介護関係者が，話を聞きたいテーマ（医療・介護
専門知識について）に応じて派遣された講師（地元の
専門職）の講義により，医療・介護専門知識への理解
を深める事業
　（H29年度24回の開催予定（内，認知症を主目的とし
た会は3回）※H29年1月末時点）

●継続実施
　各研修の受講者増に向けての検討。

●院内研修会等での活用のための病院向けの
チラシの作成　等
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現  状 方向性 第２回会議からの取組・実績 平成２９年度の取組

(1)

・判断能力が低下して
いる認知症高齢者の
権利や財産の保護に
ついて，これまでとは
違う視点での研修や
普及活動が必要な時
期ではないか。

・平成25年より新潟市社会福祉協議会に成年後見支援
センターを設置、成年後見制度の普及啓発を実施してい
る。

・本年4月に成年後見制度の利用の促
進に関する法律が可決し、さらなる成
年後見制度の推進が図られることと
なった。
・今後国が策定する「成年後見制度利
用促進基本計画」の策定状況に注視
し、新たな普及啓発に備えていく。

●一般市民を対象に，平成28年10月15日江南区文化
会館にて弁護士をコーディネーターに、市内の親族後
見人、社会福祉士、本市の要請研修を受講した後見
支援員の3名をパネリストに迎え、後見活動に関する
課題をテーマにシンポジウムを実施。さまざまな視点
での後見活動について普及啓発ができた
。（約150名参加）

●昨年に引き続き、シンポジウムまたは講演会
を実施し、啓発をすすめていく。

(2)

・特に市長申立が必
要な方が近年特に増
えているが、申し立て
手続きに要する時間
（申立資料作成等）が
長く、なかなか制度に
つながらないことがあ
る。

・成年後見制度の利用が必要な方には、申立の支援を
行うなど対応し、必要に応じ市長申立を行っている。
・市長申立に係る調査や書類作成には一定の時間を要
する。

・家庭裁判所等の関係機関と協力し、
速やかな審判の請求を行う。

●市長申立件数
Ｈ28年度　（1月末実績）：27件
【参考】Ｈ27年度：21件

●引き続き、家庭裁判所等の関係機関と協力
し、速やかな審判の請求を行う。

(3)

・今後は一人暮らしや
身寄りのない認知症
の人が多くなります。
その人たちの財産管
理や契約などの手続
きの手助けをする成
年後見人の後見人の
不足も大きな問題に
なると思われます。

・本市では平成24年から市民後見人養成研修を実施し、
修了者のうち、希望者には、社協が実施する法人後見の
支援員として活動に参加。市民の担い手づくりを進めて
いる。

・今後国が策定する「成年後見制度利
用促進基本計画」の策定状況を注視
し、市民後見人の養成の在り方を検討
していく。

(4)

・市民後見人の養成
やフォローアップの体
制作りを望みたいで
す。任意後見人制度
は重要だと思われま
す。

同上 ・今後国が策定する「成年後見制度利
用促進基本計画」の策定状況を注視
し、任意後見の啓発について検討して
いく。

課題・施策分類 第1回会議でのご意見
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成年後見

制度

市の施策へのご意見

●本年は養成研修を実施していないが、養成研修修
了者108名のうち80名が市社会福祉協議会の後見支
援員として登録され、約60名の方が実際の後見活動
に携わっている。

●養成研修を実施。新たに30名の養成を予定し
ている。

5



現  状 方向性 第２回会議からの取組・実績 平成２９年度の取組

(1)

・認知症専門医が地
域によって少ない。主
治医から専門医につ
ないでもらえる体制
や，かかりつけ医に
専門医への診断依頼
や治療の連携が，もう
少し周知されて，問題
症状などの相談・連
携ができる体制が整
うといいと思う。

・各研修やネットワーク等のあらゆる場
面を使って，連携について周知してい
く。

●むすびあい手帳　　524冊発行　（28年12月末）
　周知チラシを市薬剤師会の協力を得て，全調剤薬局
に配布・貼付

●在宅医療・介護連携情報共有システム「Net4U」
　（参考資料16Ｐ）

●病病連携
「診療所と病院の医師向け研修会」　3開催

●引き続き，医療機関・サービス事業者・居宅介
護支援事業者等の協力得ながら，周知を実施し
むすびあい手帳の普及を推進

●事業継続

(2)

・実際の虐待ケース
対応時の連携におい
て、特に医療機関側
（相談職等）への啓発
が必要（法律の理解、
個人情報の取扱い、
実際の連携について
等）

【市の事業】
・医療機関を含めて、施設等に高齢者虐待防止を啓発す
るポスター、チラシの配布を行っている。
・行政職員・地域包括支援センター職員向けの研修（年２
回）、養介護施設・養介護事業管理者向けの研修会（年
４回）を実施している。

・引き続き、医療機関を含めた啓発活
動を行う。

●高齢者虐待連絡協議会の設置，開催
　　平成28年8月
●在宅高齢者虐待防止担当職員研修　　2回
　　日時： 平成28年7月 ．平成29年1月
　　対象：区，地域保健福祉センター，包括支援セン
ター職員
●養介護施設従事者等による高齢者虐待防止研修
4回
　平成28年9月　［通所・訪問系事業所管理者対象（約
500事業所）］
　平成28年11月　［入所系施設管理者対象（約450施
設）］
●（在宅版）啓発パンフレットの見直し，作成

●高齢者虐待連絡協議会の設置，開催
●在宅高齢者虐待防止担当職員研修　　2回
●養介護施設従事者等による高齢者虐待防止
研修　 4回
　［通所・訪問計事業所管理者対象（約500事業
所）］
　［入所系施設管理者対象（約450施設）］
　［居宅介護支援事業所（約280事業所）］
●（在宅版）啓発パンフレットの配布
　配布時，医療機関を含む関係機関へ周知・啓
発の文書を同封

現  状 方向性 第２回会議からの取組・実績 平成２９年度の取組

(1)

・認知症サポーター養
成講座等，定期的に
幅広い地域で一般住
民向けの認知症研修
が必要ではないでしょ
うか。

・認知症サポーターがさらなる活躍でき
るようなしくみについて検討していく。

●認知症サポーター養成講座　4,969名
（28年12月末）（見込み6000名）
　・認知症サポーター養成講座時に，サポーターが地
域で活動できる場の紹介チラシを配布（H29,2）
（参考資料17Ｐ）
　・小学・中学生向け認知症サポーター養成講座の案
内を，市内小中学校長宛に配布（H29,１）
（参考資料19Ｐ）

●ｷｬﾗﾊﾞﾝ･ﾒｲﾄ養成研修　　65名
●ｷｬﾗﾊﾞﾝ･ﾒｲﾄﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修　55名
　・南区キャラバン・メイト連絡会／キャラバン・メイト同
士の情報共有・情報交換を目的に，メールでの情報交
換や年１回程度の顔合わせを実施。

●認知症サポーター養成／ｷｬﾗﾊﾞﾝ･ﾒｲﾄ養成研
修/ｷｬﾗﾊﾞﾝ･ﾒｲﾄﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修　　継続実施

　※新規事業※
　　「認知症サポーターステップアップ講座」開催
・認知症の知識や対応法についての学びを重
ね，スキルをつけたサポーターが地域の見守り
活動や通いの場等への支援，また，　ボランティ
アへの登録などサポーターの力を地域活動につ
なげていく。

(2)

・在宅医療・介護連携
ステーションが立ち上
がりそこを中心に，地
域での認知症に関す
る勉強会などを開催
していただくといいの
ではないか

・在宅医療・介護連携センターと各区の
在宅医療・介護連携ステーションが実
施する新潟市民出前講座「医療と介護
のおきがる座談会」（市民向）や医療介
護事業所向け出前セミナー，区ごとの
多職種連携研修会等の取り組みにお
いて，実施を検討する。

●市民出前講座「医療と介護のおきがる座談会」につ
いては，市内の地域の茶の間，コミ協等を対象に2月
末現在まで49回開催。うち「認知症の基本理解」などを
テーマに計9回行っている。（参考資料21Ｐ）

●医療・介護事業所向けには計24回開催し，うち3回
について医師を講師に「医師から捉えた認知症ケアと
は」と題し，介護事業所に対しセミナーを行った。

●市民出前講座，市民公開講座，医療・介護事
業所向けセミナーなど継続て実施するほか，高
齢者を支える家族，勤労世代への啓発について
新たな取り組みとして拡充して実施する。
●在宅医療普及啓発冊子の配布や「在宅医療・
介護連携センター」ホームページにおいて市民，
医療・介護関係者へ認知症も含めた在宅医療に
かかる情報や関係研修会，講演会等の情報につ
いて積極的な周知を図る。

【市の事業】
・認知症サポーター養成講座
・ｷｬﾗﾊﾞﾝ･ﾒｲﾄ養成研修
・ｷｬﾗﾊﾞﾝ･ﾒｲﾄﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟ研修

課題・施策分類 第1回会議でのご意見
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現  状 方向性 第２回会議からの取組・実績 平成２９年度の取組

・認知症対策16事業
及び初期集中支援推
進事業の普及と充実
により、認知症の人を
含む高齢者にやさし
い地域づくり（ソフト
面・ハード面の生活し
やすい環境整備、就
労・社会参加支援、安
全確保等）につなが
る。
・本人・介護者への24
時間サポート体制
・独居の認知症高齢
者の支援体制の充実
・認知症の人の車の
運転について，家族
やケアマネは止めら
れない。制度や法の
整備をしてもらいた
い。加害者になる心
配もある。車をやめて
も，不自由がない生
活を送れる地域つくり
をしていってもらいた
い。
・いつでも，相談でき
る体制

●「認知症高齢者の自動車運転を考える家族介護者
のための支援マニュアル」　H28.4.28　厚生労働省より
送付　（参考資料23Ｐ）
　・地域包括支援センター，居宅介護事業所に周知，
市HP掲載

●認知症等に関する運転免許に関する相談につ
いて，今後も増加することが想定されるため，支
援マニュアルを活用しながら，相談支援を実施。

その他

第1回会議でのご意見
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